
 

 

宇土市創業支援事業補助金 

 

１００万円 上限 

対象経費 

2/3 以内 

◐カフェを開きたい ◐美容師として独立したい 

◐今の会社を分社化したい ◐雑貨屋を開きたい 

創業希望者・分社希望者のための補助金です。  

対象とならない業種もあります。詳細は下記 QR コードをチェック！ 

計画的に取り組むことが成功率 UP

の一番のポイントです。 

お気軽に宇土市又は宇土市商工会へ

ご相談ください。 

＜問い合わせ先＞ 

◐宇土市役所商工観光課 0964-27-3328 

syoukou02@city.uto.lg.jp 

◐宇土市商工会 0964-22-5555 
創業補助金ＨＰ 

西部地区（住吉中学校区・網田中学校区）で創業する場合▼ 
 

５００万円 上限 

mailto:syoukou02@city.uto.lg.jp


宇土市創業支援事業補助金 
宇土市では、宇土市内で創業する方に、創業時に要する経費の一部を補助します。 

制度の概要 ※他にも要件があります。詳細はお問い合わせください。 

対象者 宇土市内で創業し、創業後は宇土市商工会に加盟する者 

特定創業支援等事業による支援を受け、３年以上継続して

事業が行える事業計画を有していること 

対象経費 テナントなどの賃借料、店舗建設や施設の改修費、設備機

器等の購入費、マーケティング経費 

対象外経費 土地購入費、人件費、消耗品費、汎用性が高いものの購入

費、切手購入費、単価２万円以下の備品 

補助額 対象経費の２／３以内で、１事業者あたり１００万円を上

限とする。（１，０００円未満切り捨て）ただし、西部地区

で創業を行う場合は、５００万円を上限とする。 

補助スキーム ※期間は目安となっています。状況次第で期間が長短します。 

補助金申請書類 

・交付申請書（様式第１号） 

・事業計画書（様式第２又は３号） 

・特定創業支援事業受講証明書 

・賃貸契約写し 

・対象経費見積書 

・事業所の位置図及び平面図 

・雇用誓約書（分社化） 

・非暴力団の誓約書（様式第４号） 

・同意書 

特定創業支援等事業とは 

創業希望者に、創業するための知識や事業計画書の作成

を支援するために、宇土市商工会において経営指導員から

１月以上にわたり、計４回以上個別創業塾（経営・財務・

人材育成・販路開拓等）の指導を無料で受けることができ

る事業です。 

※宇土市以外の市町村でも特定創業支援等事業を行って

いますので、受講する場合は、各市町村にお尋ねください。 

※特定創業支援を受けることで、会社設立時の登録免許税

の減免、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫新規開業

支援資金の貸付利率の引き下げ等を受けることが出来ま

す。 
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